
昭
和
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
質
問
の 

二
四
） 

答

弁

第

二

四

号 

    

衆
議
院
議
員
加
藤
充
君
提
出
超
過
勤
務
手
当
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
甲
第
八
五
号 

昭
和
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日 

衆

議

院

議

長 

幣 
原 
喜 
重 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

一 

 



一 

政
府
は
、
事
務
上
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
超
過
勤
務
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
発
令
や
手
当
の
支
拂

方
法
を
一
層
適
正
に
し
て
、
真
に
必
要
な
超
過
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
に
は
、
正
当
な
手
当
を
支
給
す
る
よ
う
に
致
し
た

い
。 

二 

各
庁
で
は
、
事
務
上
真
に
や
む
を
え
な
い
場
合
に
限
り
、
予
算
額
と
に
ら
み
合
わ
せ
て
、
超
過
勤
務
を
命
じ
て
い
る
は

ず
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
な
お
充
分
調
査
す
る
こ
と
と
致
し
た
い
。 

右
答
弁
す
る
。 

衆
議
院
議
員
加
藤
充
君
提
出
超
過
勤
務
手
当
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 
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